
新型コロナウイルス感染症の影響により 

家計が急変した世帯の学生の皆さんへ 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の学生で、今後の修学

が経済的理由により困難になった方は、教育・学生支援部奨学厚生課奨学チームにご

相談ください。 

 

なお、教養学部、総合文化研究科、数理科学研究科の学生については、下記問い合

わせ先（２）教養学部等学生支援課奨学資金チームへお問い合わせください。 

 

 また、日本学生支援機構では、以下のウェブサイトにおいて、家計が急変し、奨学

金を希望される方へ随時情報を提供しています。（※） 

 

○日本学生支援機構 ホーム＞更新情報＞新型コロナウィルス感染症への対応について 

 

https://www.jasso.go.jp/news/1327624_1545.html 

 

 

※ 緊急・応急採用奨学金は、日本人学生のほか、在留資格が「法定特別永住者」「永住者」

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」が対象です。なお、「定住者」は将来永

住する意思のない人は、対象となりません。 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

（１）教育・学生支援部 奨学厚生課 奨学チーム 

      授業料免除に関すること ： 03-5841-2548、2547 

      奨学金に関すること   ： 03-5841-2520 

 

（２）教養学部等 学生支援課 奨学資金チーム 

                             ： 03-5454-6076、6075 
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